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  青山学区（Ｒ7．3．１現在） 

〔 人 口 〕 
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444 月月月   
Ｒ7.3.19 発行 

 

【所在地】 〒520-2101 大津市青山五丁目１３番３６号 
【Ｔ E L】  ５４９－３６６３   【F A X】  ５４９－３６６４  
【メール】  otsu2447@city.otsu.lg.jp （青山公民館） 
 otsu1166@city.otsu.lg.jp （青山支所） 

青山公民館・支所広報“ECHO”は大津市の HPでもご覧いただけます。 

 

  

10日（木） 
青山公民館・青山シニアクラブ連合会 共催 

青山いきいきサロン 〔要登録〕 【2ページ 参照】 

11日（金） すこやか健康相談 〔要予約〕 【3ページ 参照】 

17日（木） 狂犬病予防集合注射 【3ページ 参照】 

  
 

 

住民異動届・戸籍届をご提出される方へ  
例年３月中旬から４月中旬にかけて、各種お届けが集中いたします。そのため、いただいた届出内容

について即日登録することができません。ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解賜りますようお願いしま

す。なお、お届け後２営業日以降から、本庁又は市内３６支所の窓口で、マイナンバーカードの書換え、

印鑑登録、住民票・印鑑登録証明書の発行が可能です。 
 

住民票・印鑑登録証明書・税証明書のコンビニ交付について  

マイナンバーカードをお持ちの方は、電子証明書（４桁暗証番号）の機能をつけていれば、全国の主要なコンビニ

等で証明書が取得できるコンビニ交付サービスがご利用いただけます。  
 

※他の市区町村から大津市に転入された方は、マイナンバーカードの継続利用をされた後、コンビニ交付を 

ご利用いただけます。 転入の手続き以外の方は、届出後２営業日以降からコンビニ交付が利用可能です。  
 

※コンビニ交付の詳細は、大津市の HP「コンビニ交付」を参照ください。  
 

【コンビニ交付 利用可能時間】 朝６時３０分から夜１１時まで（土日、祝日を含む） 
 

【お問い合わせ先】   

マイナンバーカードについて    ℡ 077-５２８-２９０１（カード交付推進室）   

印鑑登録・証明書発行について ℡ 077-５２８-２７３１（戸籍住民課） 
 

令和 7年度国民健康保険被保険者の人間ドック受診費用助成について 

※令和 7年度から申請書受付期間を変更しています。 
（令和 7年 4月 1日から令和 8年 2月 13日まで）（注）3月中は受付できません。 

※令和 7年度から申請書を変更しています。昨年度までの様式は使用できません。 
‣ 事前申請が必要です。人間ドック受診後の申請はできません。 

‣ 申請から決定通知書がお手元に届くまで 20日程度（土日祝日除く）かかります。 

‣ 決定通知書がお手元に届いてから医療機関に予約してください。 
 

【お問い合わせ先】  健康推進課 ℡ 077-５２８-2742 

4月の行事予定・イベント 
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☆青山公民館･青山シニアクラブ連合会 共催事業☆ 
 

 

                                                 

 

 

青山いきいきサロンでは準備体操、筋力運動、整理体操で構成され、ゆった

りとした動きや椅子に座っての動きが中心で、体力に自信のない方にも自分の

ペースで取り組んでいただける「いきいき百歳体操」といきいきとした生活に

つながる＋α(健康講座や脳トレ、コンサートなど)を併せて開催しています。 
 
 

4 月 10 日(木) 10：00～11：30 
青山市民センター ３階 大会議室 

    

 

4 月は 邦楽グループ彩音による「邦楽コンサート」 
お琴を中心とした和楽器の音色を楽しみましょう。 

 

お問い合わせ 青山公民館 ℡077-549-3663 

持ち物：上靴（椅子に座っての動きが中心ですので、なくてもご参加いただけます。） 

     飲み物（水筒、ペットボトル等蓋のできる容器でお持ちください。） 

 

健康寿命教室から 

(2025年度) 健康を意識した食事（健康食）コース 

募集のお知らせ 
 

あなたの晩ごはん教えてくれませんか！ 
 

本コースは、健康を意識した食事に興味がある方、すでに実践されている方同士で、 

情報共有し、食事の工夫や情報をみんなで紹介し合う場。 

※同志社女子大学の今井教授（公衆栄養学）の直接アドバイスも！ 
 

毎月 1回！ みんなでワイワイ、ガヤガヤしませんか？ 
 

日 時 ：第 2 金曜日 10時～1,2時間程度（第 1回開催予定日：5 月 9日） 

場 所 ：青山市民センター ２F 第 3・4会議室 

会 費 ：年間 1,000 円 

 

【申込先】代表 森口 電 話：080-5348-2964  

メール：m9o
ｵｰ

8r7i6_yappa123@yahoo.co.jp  
 

 

旧「シニアいこいの歌声サロン イン 青山」改め 

 

 
 

 

4 月 1 日（火）10:30～12:00 
青山市民センター 3 階 大会議室 

シニアの誰もがよく知っている懐かしい曲の数々を、ギターの伴奏で、みんなで高らかに歌いましょう。 

事前申し込み不要です。当日会場までお越しください。 
 

次回以降の予定 

5月 8日（木） 

6月 12日（木） 
※毎月第 2 木曜日 

10:00～11:30 
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令和７年度４月 青山幼稚園の子育て支援事業ご案内 
 

★2歳児「さくらんぼ広場」 （登録制）  
対象：Ｒ4.4.2～Ｒ5.4.1生まれのお子さんとその保護者さん 

日時：毎週月曜日 9:30～11:３0 

※随時登録していただけます。お気軽にお越しください。 

※毎月、お誕生日のお子さんのお祝いもしています。 

２１日(月)  親子でふれあい遊びをしよう 

２８日(月) つくって遊ぼう（こいのぼり） 

 

★0～3歳児「子育てサロン」 （申込み不要） 
   対象：未就園の子どもさんとその保護者さん どなたでも 

   日時：毎週水曜日 9:３0～1１:３0 （都合のよい時間にお越しください） 

※親子でゆったり遊んだり、保護者同士でお話したりして、楽しい時間を過ごしましょう。 

※第２水曜日は主任児童委員さんも遊びに来てくださいます。 

※初回は、４月２３日(水)です。 
 

★園庭開放「おひさま広場」  
   対象：就学前の子どもさんとその保護者さん どなたでも 

   日時：毎週水曜日 14:00～16:00 

※好きな時間に自由に園庭の遊具や砂場で遊べます。 

必要に応じて砂場の遊具をお持ちください。 
 

 

 
 

狂犬病予防集合注射のお知らせ 
 

狂犬病予防法により、犬の登録、狂犬病予防注射は飼い主に義務づけられています。 
 

対    象   ： 室内犬・室外犬を問わず生後 91日以上のすべての犬。 

飼い犬の登録   ： 生涯に一度の登録が必要です。 

狂犬病予防注射 ： 毎年 1回必ず受けさせてください。（4月 1日から 6月 30日までの間） 
 

≪青山学区実施日程≫  
4月 17日（木）     10:00～10:20   桐生町自治会館 

10:40～11:30   青山市民センター 
※今年度は上記 2会場のみの実施です。ご注意ください。  

 

犬の登録手数料 

（新たに登録する場合のみ）      1頭 3,000円 
 

狂犬病予防注射済票交付手数料  1件  550円 
 

狂犬病予防注射料金（集合）     1頭 2,950円 
 

 

•日程が合わない場合は、動物病院にて受けさせてください。 

•必ず、犬を制御できる人が連れて来てください。 

•犬は伸縮しないリードで連れて来てください。 

•犬がフンをした場合は、必ず飼い主が責任をもって持ち帰ってください。 

•犬の登録（愛犬）カードと案内ハガキ（問診票ご記入のうえ）を注射会場にお持ちください。 
 

 

 

 

 

 

4 月 11 日（金） 

10：00～12：00 
青山市民センター  

2階 和室 
※電話予約が必要です 

 

 

〈予約・問い合わせ先〉 

瀬田すこやか相談所 

℡077-545-0294 
 

◆持ち物◆ 

健康手帳、母子手帳、 

バスタオル（計測用） 
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青山学区 大型ごみの戸別有料収集日のお知らせ 

令和 7年   4月 2日(水)・9日(水)・16日(水) ・23日(水) 

令和 7年   5月 1日(木)・12日(月)・19日(月)・26日(月) 
＊収集は電話による事前予約制。(受付：平日 8:40～17:25）収集希望日の 1週間前までに予約してください。 

＊ごみ処理手数料券は市民センターでは購入できません。(市内のフレンドマートやコンビニ等でお求めください。) 

申込み・問い合わせは、ごみコールセンターへ ５２８－２７６１ ※支所で受付は出来ません。 
 

小型充電式電池（モバイルバッテリー等）の処分について 

小型充電式電池とは 
小型充電式電池とは、コードレスの家電製品や電動自転車等に使用されている、充電して繰り返し使える電池のことで、二次電

池とも言います。また、モバイルバッテリーも含まれます。 

小型充電式電池は、メーカーや輸入販売事業者に自主回収、リサイクルが義務づけられています。 
 

小型充電式電池の処分方法 

販売店に確認してください 
メーカー等から構成される一般社団法人 JBRC（外部サイト）が、家電量販店やホームセンター等で回収を行っています。 

小型充電式電池は、家電量販店やホームセンター等にお問い合わせいただき、回収対象か確認してください。 
 

販売店回収対象外の小型充電式電池等について 
販売店で回収されない小型充電式電池等（小型充電式電池と、その取り外しが困難な小型家電製品（電動歯ブラシ、シェーバー、電

子たばこ、ハンディファンなど））は、市が収集を行います。 

月 1回の「びん」の日に、びんとは別の袋（大津市指定家庭用ごみ袋）に入れて出してください。 

家庭から排出されるものに限ります。 

（注）大津市指定家庭用ごみ袋の口をしっかりくくれない大きさのものや、重さが5キログラム以上のものは「大型ごみ」として出してください。 


